
提

出

者

稲

見

哲

男

平
成
十
六
年
五
月
二
十
日
提
出

質

問

第

一

〇

五

号

旧
国
鉄
臨
時
職
員
の
退
職
手
当
の
取
扱
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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旧
国
鉄
臨
時
職
員
の
退
職
手
当
の
取
扱
に
関
す
る
質
問
主
意
書

国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
第
二
条
第
二
項
に
よ
り
、
同
法
施
行
令
第
一
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
し
、
同
法
の
適
用
を
受
け

る
職
員
と
み
な
さ
れ
る
者
の
、
退
職
手
当
の
取
扱
に
関
す
る
質
問
で
あ
る
。

旧
国
鉄
は
、
雇
用
期
間
を
二
ヶ
月
と
定
め
る
「
臨
時
雇
用
員
」
を
反
復
継
続
更
新
し
て
、
長
期
に
わ
た
り
職
員
と
同
等
以
上

の
勤
務
時
間
を
勤
務
さ
せ
た
う
え
で
、
一
九
八
三
年
か
ら
八
四
年
に
か
け
て
六
〇
〇
〇
名
を
全
員
解
雇
し
た
。

こ
の
解
雇
時
の
退
職
手
当
の
算
定
に
つ
き
次
の
取
扱
が
さ
れ
た
の
で
、
そ
の
適
否
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
第
二
条
第
二
項
に
よ
り
、
同
法
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
み
な
さ
れ
る
者
に
つ
い
て
は
、
雇
用

形
態
や
実
態
が
多
様
で
あ
る
た
め
、
細
部
に
亘
っ
て
の
適
用
解
釈
に
不
明
確
な
部
分
が
生
じ
た
り
、
違
和
感
が
生
じ
る
場
合

が
あ
る
。

こ
れ
に
関
し
て
は
、
法
を
基
準
と
し
な
が
ら
労
使
間
協
議
に
よ
り
、
職
場
の
実
情
に
照
ら
し
て
不
備
不
明
な
点
に
つ
い
て

の
整
備
を
行
な
う
べ
き
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
は
ど
う
か
。

二

勤
続
年
数
の
算
定
と
支
払
い
に
つ
い
て

勤
続
年
数
の
算
定
に
際
し
て
は
、
職
員
と
同
様
の
勤
務
時
間
に
よ
り
勤
務
し
た
日
が
二
二
日
以
上
あ
る
月
が
継
続
し
た
月

一



数
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
が
、
二
二
日
に
満
た
な
い
月
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
月
に
一
旦
、
そ
れ
以
前
の
勤
続
期
間
に
対
し
て

退
職
手
当
を
支
払
う
べ
き
と
考
え
る
が
、
相
違
な
い
か
。

旧
国
鉄
は
、
二
二
日
に
満
た
な
い
月
が
発
生
し
た
者
に
対
し
て
、
退
職
扱
い
と
す
る
こ
と
を
当
該
臨
時
雇
用
員
に
知
ら
せ

る
こ
と
な
く
、
且
つ
、
そ
の
時
点
で
退
職
手
当
を
支
払
う
こ
と
な
く
、
八
三
年
の
解
雇
時
に
合
算
し
て
支
払
っ
た
。

例
え
ば
、

あ
る
者
は
、
七
三
年
と
七
七
年
の
出
産
時
に
本
人
が
届
け
出
て
し
た
休
業
を
退
職
及
び
欠
勤
扱
い
と
さ
れ
、
そ
の
後
の

勤
務
に
お
い
て
も
出
勤
日
数
が
二
二
日
に
満
た
な
い
こ
と
か
ら
七
六
年
に
退
職
と
し
な
が
ら
、
八
三
年
の
解
雇
時
ま
で
こ

れ
を
本
人
に
知
ら
せ
ず
、
退
職
手
当
の
支
払
い
も
し
な
か
っ
た
。
そ
し
て
八
三
年
の
解
雇
時
に
、
七
六
年
の
基
本
賃
金
に

乗
率
と
期
間
（
二
年
）
を
か
け
て
算
出
し
た
退
職
手
当
額
と
、
八
三
年
の
基
本
賃
金
に
乗
率
と
期
間
（
六
年
）
を
か
け
て

算
出
し
た
退
職
手
当
額
と
を
合
算
し
て
支
払
わ
れ
た
。

退
職
手
当
は
、
退
職
時
に
支
払
い
義
務
が
発
生
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
、
後
日
、
合
算
し
て
支
払
う

こ
と
は
退
職
手
当
法
上
あ
り
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。

仮
に
、
そ
の
時
点
で
退
職
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
時
点
で
一
旦
そ
れ
以
前
の
勤
務
期
間
に
対
す
る
退
職
手
当
を
支
払
わ
な

二



け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
は
ど
う
か
。

ま
た
、
月
二
二
日
の
算
定
を
は
じ
め
退
職
手
当
法
の
適
用
に
当
た
っ
て
は
、
労
働
基
準
法
上
の
定
め
（
労
働
時
間
、
休

日
、
労
災
、
産
前
産
後
休
暇
、
退
職
金
規
程
記
載
義
務
等
）
を
遵
守
す
べ
き
だ
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
は
ど
う
か
。

三

退
職
手
当
算
定
の
基
礎
と
な
る
「
俸
給
」
に
つ
い
て

国
家
公
務
員
等
退
職
手
当
法
の
解
釈
及
び
運
用
方
針
に
つ
い
て
（
一
九
五
三
年
九
月
三
日
・
蔵

計
第
一
八
三
二
号
）
で

は
、

第
三
条
関
係

一
、
「
俸
給
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

ハ

賃
金
又
は
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い
る
者
に
対
す
る
退
職
手
当
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
俸
給
月
額
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
額
と
す
る

�

賃
金
又
は
手
当
の
額
の
う
ち
、
俸
給
に
相
当
す
る
分
の
額
が
賃
金
又
は
手
当
の
額
の
算
定
上
明
ら
か
で
あ

る
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
俸
給
に
相
当
す
る
分
の
月
額
又
は
そ
の
日
額
の
二
十
五
倍
に
相
当
す
る
額

�

前
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
額

三



�

賃
金
又
は
手
当
の
額
が
月
額
で
定
め
ら
れ
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
月
額
の
八
割
に
相
当
す
る
額

�

賃
金
又
は
手
当
の
額
が
日
額
で
定
め
ら
れ
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
日
額
の
八
割
に
相
当
す
る
額

の
二
十
五
倍
に
相
当
す
る
額

と
さ
れ
て
い
る
。

旧
国
鉄
の
臨
時
雇
用
員
の
場
合
、
日
額
賃
金
は
「
俸
給
に
相
当
す
る
分
」
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
手
当
そ
の
他
は
一
切
ふ

く
ま
れ
て
い
な
い
。
諸
給
与
等
取
扱
基
準
規
程
で
、
「
臨
時
雇
用
員
の
賃
金
は
、
基
本
賃
金
、
割
増
賃
金
及
び
特
別
作
業
賃

金
と
す
る
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
千
葉
鉄
道
管
理
局
の
臨
時
雇
用
員
就
業
規
則
で
は
、
臨
時
雇
用
員
の
退
職
手
当
は
、
職

員
・
準
職
員
に
適
用
さ
れ
る
退
職
手
当
支
給
事
務
基
準
規
程
を
準
用
す
る
と
あ
り
、
そ
れ
に
は
「
退
職
手
当
の
額
は
、
退
職

の
日
に
お
け
る
そ
の
者
の
基
本
給
月
額
」
に
よ
る
と
さ
れ
、
基
本
給
月
額
と
は
、
「
職
員
管
理
規
程
に
定
め
る
職
員
の
基
本

給
、
準
職
員
の
基
本
賃
金
」
と
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
旧
国
鉄
は
、
退
職
手
当
算
定
の
基
礎
と
な
る
「
俸
給
月

額
」
を
、
臨
時
雇
用
員
の
基
本
日
額
の
八
〇
％
の
二
五
倍
に
相
当
す
る
額
と
し
た
。

こ
の
よ
う
な
場
合
、
前
記
第
三
条
関
係
一
、
ハ
・
（
�
）
が
適
用
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
適
用
に
つ
い
て
は
各
当
事
者
で

異
な
る
た
め
、
規
程
等
に
照
ら
し
て
労
使
間
の
協
議
に
よ
り
定
め
る
べ
き
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
は
ど
う
か
。

四



四

違
法
な
「
自
己
都
合
退
職
率
」
適
用
の
是
正
に
つ
い
て

旧
国
鉄
は
、
当
時
六
〇
〇
〇
人
の
臨
時
雇
用
員
に
対
し
て
、
「
業
務
量
の
減
少
に
よ
る
解
雇
」
（
国
家
公
務
員
等
退
職
票

記
載
）
を
行
な
っ
た
。
こ
れ
は
整
理
解
雇
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
旧
国
鉄
は
退
職
手
当
に
つ
き
、
勤
続
一
〇
年
以
下
の

者
は
す
べ
て
自
己
都
合
退
職
率
（
五
年
以
下
の
者
は
六
〇
％
、
六
年
以
上
一
〇
年
以
下
の
者
は
七
五
％
）
を
適
用
し
た
。

こ
の
違
法
な
退
職
率
適
用
に
つ
い
て
は
、
個
人
の
訴
訟
提
起
に
よ
り
、
誤
り
で
あ
る
こ
と
が
確
定
し
た
（
最
高
裁
一
九
九

八
年
六
月
二
二
日
判
決
）
。
そ
の
た
め
、
同
様
の
取
扱
を
う
け
た
当
時
の
同
僚
で
あ
る
臨
時
雇
用
員
ら
が
、
違
法
な
退
職
手

当
減
額
の
是
正
を
求
め
て
旧
国
鉄
の
承
継
法
人
に
団
体
交
渉
申
入
れ
を
行
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
承
継
法
人
は
、

「
誰
一
人
見
直
し
し
な
い
」
と
い
う
態
度
を
と
り
（
九
八
年
一
〇
月
二
日

元
衆
議
院
議
員
・
中
川
智
子
さ
ん
の
呼
出
し
の

場
に
お
い
て
）
、
そ
の
後
の
交
渉
に
応
じ
て
い
な
い
。

近
年
、
不
安
定
雇
用
労
働
者
が
激
増
す
る
中
、
臨
時
労
働
者
、
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
、
派
遣
労
働
者
ら
非
正
規
労
働
者
の
差

別
是
正
や
均
等
待
遇
に
向
け
た
労
働
条
件
の
改
善
が
急
務
と
な
っ
て
い
る
。
民
間
私
企
業
に
止
ま
ら
ず
、
公
務
職
場
で
働
く

臨
時
・
非
常
勤
労
働
者
の
取
扱
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

旧
国
鉄
に
よ
る
臨
時
雇
用
員
の
大
量
整
理
解
雇
に
つ
い
て
、
不
当
・
違
法
な
退
職
手
当
の
取
扱
が
放
置
さ
れ
た
ま
ま
で
あ

五



る
。
こ
の
点
に
つ
き
承
継
法
人
は
、
被
害
を
与
え
た
臨
時
雇
用
員
ら
に
謝
罪
し
、
被
害
者
ら
と
の
交
渉
に
よ
り
是
正
措
置
を

講
ず
べ
き
だ
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
は
ど
う
か
。

ま
た
政
府
と
し
て
も
そ
の
事
実
関
係
を
調
査
し
、
そ
れ
が
事
実
と
判
明
し
た
場
合
に
は
、
違
法
状
態
を
解
消
さ
せ
る
た
め

の
行
政
指
導
を
行
な
う
べ
き
だ
と
考
え
る
が
、
こ
の
点
の
政
府
の
見
解
は
ど
う
か
。

右
質
問
す
る
。

六


